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マ レー シア の石 油権 益 に お け る連 邦 と州 の対 立

一 連邦国家形成の一事例(1)一

中 島 健 二

はじめに一 論点の設定

エ963年,マ レ ー シ ア連 邦 が マ レー半 島 の マ ラヤ 連 邦11州(57年 独 立),英 自

治 領 シ ンガ ポ ール,そ して ボル ネ ナ 島 の英 直 轄 植 民地 サ バ,サ ラ ワクの 参 加 の

も とに樹 立 され た(シ ンガ ポ ール が65年 に分 離 して以 来13州)。 シ ン ガ ポ ール,

サバ,サ ラ ワ クは 連 邦 加 盟 とと もに イ ギ リス か らの独 立 を は た した 。 マ レ ー シ

ア連 邦 成 立 前後 の 数 年 間 は,マ ラヤ連 邦 の 中央 権 力 とボ ル ネ オ の2州 が あ るべ

き相 互 関係 の確 立 をめ ざ して 協 調 あ るいは 角 逐 しあ う不 安 定 な 時期 で あ った 。

と ころ で,マ レ ー シア は 現 在,世 界 の原 油 産 出量 の1%弱 を 占 め る石 油 資 源

国 で あ る1)。 しか し,今 世 紀 初 頭 の 一 時 期 を のぞ けば 開 発 の歴 史 は新 し く,探

鉱 は1950年 代 末,独 立 以 前 の サ ラ ワ クにお い て開 始 され た。 石 油 の管 轄 権 を 握

るサ ラ ワ クほ,そ こか ら上 が る ロイ ヤ ル テ ィ等 の 将 来 の収 入 に大 きな期 待 を寄

せ て いた が,連 邦 成 立 後 に原 油生 産 が 開 始 され る に及 ん で.連 邦 政 府 は そ の管

轄 権 を手 に いれ る動 きに 出.た。 サ ラ ワ クは そ れ に難 色 を示 した 。74年 の サバ 沖

の 原 油 生 産 開 始 後 も,同 様 の事 態 が起 きた 。 た しか に,州 政 府 では な く,連 邦

政 府 が 石 油 を管 轄 し,そ の収 入 を 「国 民経 済 」 を 視 野 に配 分 す る こ とが 合 理 的

で あ ろ う。 しか し,サ バ,サ ラ ワ クの底 流 に は,連 邦 加 盟 の 拒 否,離 脱 とい う.

体 制 の 根 幹 に連 な る危 機 が 連 邦 発 足 前 後 に激 しく渦 巻 い て い た2)。 石 油 管 轄 権

1)88年 の世界 の総 産出量は5,800万 バ レル/日,マ レーシアは54万 パ レルノ日。 『石 油資料 月報』第

35巻 第4号.1990年 。

2)マ レーシア連邦 成立前 銭の サバ,サ ラ ワクの政治 史を,両 州 のニ スニシズムの腹雑な錯綜 関係

あるい はく連邦一州 〉関係のあ り方 を分析視 角に据えて叙 述す る論考 は数多 く見 られ るが,管 見/
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の 問 題 は こ の危 機 を顕 在 化 す る危 険 を十 分 に は らん で い た の で あ る。 な お,本

稿 は 後 の行 論 に見 る通 り,管 轄 権 をめ ぐる時 間 の 綾 が よ り微 妙 で あ っ た サ ラ ワ

ク と連 邦 との関 係 を 中心 に論 ず る。

結 論 か ら言 え ば、 こ う した 連 邦体 制 揺 籃 期 の石 油 権 限 の問 題 は 〈連 邦 一 州 〉

の確 立 され た枠 組 の な か で処 理 され た の で は な く,む しろ両 者 の関 係 を形 成 し

て い く うえ で の重 要 な要 素 と な った 。 石 油 は 憲 法 の保 障 規 定 を越 え て76年 に 最

終 的 に 州 か ら連邦 へ と移 管 され る。 そ れ は 連 邦 政 府 の 中央 集 権 化 が サ バ,サ ラ

ワ クの相 対 的 に 自律 した 特 権 的 な地 位 を多 くの側 面 か ら掘 り崩 して い く里程 標

の 一 つ で あ った 。

なお,76年 は 石 油 企 業 へ の利 権 譲 渡(石 油 の所 有 と生 産 に 関 す る利権 を企 業

に譲 渡 し,そ の 見 返 りに ロイ ヤ ル テ ィや所 得 税 を 受 け取 る協 定)が 最 終 的 に撤

廃 され た 年 で もあ る。 そ の後,石 油 資 源 は 国 営 石 油 公 社(PETRONAS)の 所 有

す る とこ ろ とな り,依 然 生 産 の 多 くを担 う企 業 の事 業 もPETRONASの 管 理 下

に置 か れ る こ と とな っ た。 当時 のOPEC諸 国(な か で も イ ン ドネ シ ア)と メ

ジ ャ ー ズ を筆 頭 とす る石 油 企 業 との 間 の 力学 の 変 遷 が マ レ ー シ ア政 府 の交 渉 力

に も多 大 な影 響 を及 ぼ した こ とは言 うま で もな い 。 そ の 後,連 邦 の石 油 収 入 と

PETRONASの 事 業 は 「多 エ ス ニ ッ ク国家(mu]ti・ethnicstate)」 マ レ・一 シ ア

の エ ス ニ ック集 団 間 の経 済 的 格 差 を解 消 し,真 の意 味 で の 「国民 国家 」 を形 成

す べ く提 唱 され たNEP(新 経 済 政 策=1971-90)に お い て財 政 上,産 業 上 の

枢 要 な位 置 を 占 め る こ とに な る8)。 今 か ら振 り返 れ ば,76年 ま で の石 油 は連 邦

＼す るところ,こ うした視角 か ら政治 と経済 を連接す る石油権限の帰属問題 に切 り込んでい く試み

は ほとんどない。 わが国への南洋材の最大供給地で あるこれ ら地域の木材産業 について も,そ の

利権 をめ ぐる政治構 造の考 察は あって も,そ れ がこれ ら地 域の経済開発 にと って どの ような役割

を果 たして きたかまで深 く掘 り下げて問 われ るこ とはない。その反対 に,石 油 や木材のマ レーシ

ア経済 のなかでの位置付 け を検討す る経 済論 においては,マ レーシアの 「国民経 済」 を分析 の枠

組 として前提す るために,そ もそ も 「国 民経済」 を成立 させた政治 力学 にまで焦点が当 られ ない

うらみが残 る。両 者 を架橋す る必要性が あるのでは ないか とい うのが 本稿 の出発 点で ある。ただ

し,木 稿 で も 「国民経済」 におけ る石油 産業 の位置 付けは論 じ られ てほいなし㌔

3)拙 稿 「戦 後マ レーシアの経済開発 とナ シaナ リズ ムの行方」(拙 著 『ナ ショナ リズ ム,ス テイ

テ イズム,ポ ピュリズ ム』三 嶺書房,1990年p263-281ペ ージ)は,NEPが 西 マ レーシアのマ

レー人 のコ ミュナ リズ ムをナ シ ョナ リズムへと発展 させる政策 となりえた か どうか とい う視 点/
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体 制 の揺 籃 期 の政 治 と後 の経 済 開 発 と を連 接 す る基 軸 に位 置 して い た の で あ る。

1サ ラワク産原油と連邦 「66年石油鉱業法」

マ レ ー シ ア の石 油生 産 が 活 況 を呈 し始 め た の は60年 代 の 中頃 で あ った。 そ の

頃,世 界 の石 油 供 給 市 場 で は,し だ い にOPEC(石 油 輸 出 国機 構260年 結

成)の 力 が 高 ま りっ っ あ っ た。OPECは,自 前 の 原 油 供 給 系 統 の確 立 を め ざ

して不 利 な条 件 も辞 さず に利 権 交 渉 に 臨 む 独 立 系(independents)の 登 場 に巧

み に乗 じて,そ れ ま で利 権 を独 占 して い た 石 油 メ ジ ャ ーズ の 基 盤 の 一 角 を取 り

崩 す こ と に成 功 しつ つ あ っ た4)。 マ レー シア の 隣 国 イ ン ドネ シ ア(62年OPE

C加 盟)も 「60年 石 油法 」 の もと で,既 定 の利 権 譲 渡 契 約 を 失 効 させ,企 業 を

鉱 業権 の所 有 者 で は な く国家 に代 わ っ て生 産 す る請 負 人 と位 置付 け た う えで,

企 業 との 間 で 「利 潤 分 与 契 約 」 を締 結 す る こ とに成 功 した(63年)。 中東 の構

図 の よ うに,こ こで も契 約改 定 の 突 破 口 を開 いた の は新 規 参 入 を ね ら った 独 立

系 企 業 の登 場 で あ った。 契 約 の請 負 的 な性 格 は そ の後 さ らに強 ま り,66年 以 降,

開 発 か ら精 製 ま で の指 揮 監 督 権 を政府 機 関 に集 中 させ る 「生 産 分 与 契 約 」 が採

用 され る に いた った%イ ン ドネ シア 政府 の こ うした 急 進 的 な姿 勢 は,そ の後

マ レ ー シ アが 「74年 石 油 開発 法 」 に も とづ い て類 似 の生 産分 与契 約 へ と踏 み 切

る大 き な要 因 とな る のだ が.原 油 生 産 勃 興 期 の マ レ ー シ アで も,新 た に利 権 獲

得 に乗 り出 して きた 企 業 を相 手 に,連 邦 政 府 が 既存 の州 政府 方式 を上 回 る石 油

＼か らNEPの 評価 を試みた ものである。

4)ロ イ ヤル ・ダ ッチ ・シェルの税/収 入比率 は54年 の3工%か ら66年 の38%に 上 昇 している。 また,

ブ リテ ィッシュ ・ペ トロ リアムの同比率 も57年 の34%か ら66年 の46%iこ まで上 昇して いる。 ガル

7,テ キサ コ,モ ービルも軒並 み税負担 を高 めて お り,ソ ーカル も50年 代前半 と66年 を比較 すれ

ば2倍 とな ってい る(60年 代 に入 って低 下 してい る)。 こうした傾向の原因の一 つ として,中 束

産 出国の課 税参照価格 とされ た公示価 格(postedprice)が メジャーズの独 占的販売価格 として

の性 格を弱 め,OPEC結 成以後,実 勢価 格(メ ジャーズもそれ に従いっっあ った)が 低下 する

なか で凍結 され た ことを挙げ ることが で きる。 統 計資料 はPenrose,R.T,TheLargeInter-

nationalFirminDevelopingCountries:TheInternationalPetroleumIndustry.Allen&

Uロwin,1968,邦 訳,木 内訳r国 際 石油産 業論』東洋経済新報 社,1972年.第4章 。

5)石 田暁 恵 「石油 ・鉱 物資 源の現地化 政策」 藤森英 男編 『ア ジア諸 国の現地 化政第一展開 と課

題』 アジア経済研 究所,1987年,所 収,ユ38,144-146ペ ージ。
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関 連 収 入 を確 保 す る た め の試 み に 打 って 出 た 。 以 下,そ の過 程 を 見 て み よ う。

66年 ま で マ レ ー シ アで 操 業 して い た石 油 生 産 企 業 は シ ェル のみ で あ った 。 同

社 は サ ラ ワ クの 連 邦 参 加 以 前 に イ ギ リス植 民 地 当局 に よ って 同地 域 の利 権 を譲

渡 され て い た 。 戦 後 しば ら くは主 力 油 田の 枯 渇 とそ の一 帯 の海 岸 探 鉱 の不 振 が

続 いた が,52年 に沖 合 鉱 区 を リー ス され,57年 か ら探 鉱 を試 み た こ とが功 を奏

し,63年 の連 邦 加 盟 の年 を境 に沖 合 油 田が 次 々 と発 見 され る に い た った。 連邦

発 足 後 も,一 方 の契 約 当事 者 は植 民地 当 局 か ら州 政 府 に替 わ った だ け で あ った 。

同 州 の原 油 産 出高 は4万t台 の横 ば い 状 態 を脱 し,沖 合 油 田 の生 産 開 始年(68

年)の20万tか ら,70年85万t,72年 に は436万tと 短 時 日の 間 に激 増 したe}。

シ ェル は ま た,サ バ 州 沖 合 の 開 発 利 権iを同 州政 府 か ら得 て い た。

一 方
,60年 代末 に新 た に進 出 して き た企 業 は 連 邦 政府 と譲 渡契 約 を 結 ん でい

った。 す な わ ち,66年 に エ ッ ソが サバ 沖 合 お よ び マ レー 半 島 東部 の トレ ン ガ ヌ

州沖 合 の鉱 区 を付 与 され た。 また,エ ッ ソに続 い て,独 立系 の コ ノ コ(Cono・

co:ContinentalOilCompany)が68年 に参 入 し,連 邦 政府 か ら トレ ン ガ ヌ沖

の探 鉱 許 可 を与 え られ,操 業 を開 始 した。74年 以後,シ ェル を含 む これ ら企 業

に よ って 大 型 抽 出が あい つ い で発 見 さ れ て い った。

一 方 の契 約 当 事 者 が州 と連 邦 とに分 かれ て い るの は,つ ぎ の事 情 に よ る。 こ

れ ら新 油 田 は いず れ も海 岸 か ら30km-250kmほ どの 沖 合 に位 置 し てい る。

マ レー シ ア連 邦 が 「大陸 棚法 」(ContinentalShelfAct)と 「石 油鉱 業 法」

(Petroleu皿MiningAct)を 制 定 した の は・1966年 で あ った 。 そ れ ま で土 地 お

よ び資 源 に 関す る権 限 は 各 州 に帰 属 す る と定 め られ てい たが,「 大 陸 棚 法 」 に

よ って3マ イ ル(約5km)を 越 え る大 陸棚 資 源 に関 して は,そ れ が 連 邦 政 府

に よ っ て領 有 さ れ る こ とが宣 言 され た 。 た だ し,適 用 範 囲は 半 島 マ レ ーシ ア大

陸 棚 に 限 られ.ボ ル ネ ナ の2州 は 適 用 を見 送 られ た 。 「石 油 鉱 業 法 」 は,「 大

陸榔法」 と連動するかたちで,連 邦政府に対して新規ρ利権華渡契約 を企業と

結 ぶ 権 限 を 与 え る も の で あ る 。 企 業 に 則 し て 言 え ば,サ バ,サ ラ ワ ク の シ ェ ル

6)AnnualStatisticalBulletin,S肛awak,1.975,p.52.
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は それ ぞれ 州政 府 との 契 約 の もと に事 業 を続 行 した が,エ ッ ソや コ ノ コは この

連 邦 法 に 則 って,サ バ お よび 半 島 東 沖 合 の大 陸 棚 の探 鉱 に参 入 した の で あ る。

サ ラ ワ クに して みれ ば,同 州 大 陸 棚 の 石 油 資 源 が 連 邦 以 前 か らの主 権 の対 象

で あ る こ とは 明 らか で あ った 。植 民 地 時 代 の石 油 鉱 業 法(OilMiningOrdi・

nanceof1949)に も とづ い て52年 に シ ェル へ沖 合 鉱 業権 が リー ス され た と き,

そ の 条文 に,リ ー ス の範 囲 が植 民地 の 現在 の 領有 海 域 を越 え る`seabed'を 含

む とい う こ とが 明記 され て い る。 そ して,54年 に エ リザ ベ ス 女 王 の 名 の も とに

発 布 され た領 域 の 改正 法 では、 サ ラ ワ ク植 民 地 の領 有 海 域 が 大 陸棚 に ま で 拡 大

され る こ とが 記 され て い た 。要 す る に,連 邦 が大 陸 棚 の領 有 を宣 言 す る以 前 に,

イ ギ リス が サ ラ ワ ク大 陸棚 の主 権 を主 張 して お り,.そ れ が サ ラ ワ ク州 の 主権 と

して 引 き継 が れ て い た の で あ るり。 そ れ に対 して,サ バ 沖 合 で連 邦 と州 の権 限

が 混在 してい る の は,こ の地 域 に お け る主権 が法 的 に 明確 で は な か っ た か らで

は な い か と思 われ る。

サ ラ ワク鉱 業 法 に も とつ く譲 渡 契 約 で は,石 油 企 業 か らの 州 政 府 収 入 は主 に

ロイ ヤ ル テ ィか ら成 り立 っ てい た。 それ に対 して,66年 の 連 邦 石 油 法 に も とつ

く譲 渡 契 約 で は,連 邦 政 府 は ロイ ヤ ル テ ィに 加 えて所 得税 を徴 収 す る こ とに な

って い た。 これ は 一 種 の利 潤 分 与 方 式 で あ る8⊃。 た だ し,74年 にエ ッソが サ バ

沖 で生 産 を開始 す るま で,連 邦 政 府 は石 油 収 入 を 得 る こ とは で き なか った は ず

で あ る。70年 代 前 半 の マ レ ー シ アの 石 油 生 産 の ほ ぼ全 量 を生 産 した の は サ ラ ワ

ク ・シ ェル で あ った。 エ ッ ソの74-75年 の生 産 は 同期 の マL・一 シア 総生 産量 の

4%程 度 を 占 め る にす ぎず,75年 に生 産 が 開 始 され た サバ ・シ ェル の 同年 の シ

ェア も6%に す ぎ なか った9》。

7)DatukBinSerino,"TheConstitutionalPositionofSarawak",in=Trin己ade ,F.A,,H,R

Lee,eds.,TheConstitutionげMalaysia ,FurtherPerspectivesandDevel〔 ψ〃昭撹∫,Qxf。rd

し1.P.,1986,PP.124-125.

8)Adnan,M.A.."ExtlacしivoIndu8しrまc～",in=Fisk,E .K,H.Osma皿 ・Rani,eホ.,ThePolitical

EconomyげMalaysia,OxfordU.R,1982,PP.247-248 .

9)石 油 公 団 企 画 調 査部 他 「イ ン ドネ ツ ア及 び マ レー シア の 石 油 ・天 然 ガ ス需 給 予 測(そ の3マ レ

ー シ ア)」 『石 油 の 開発 と備 蓄 』 第17巻 第5号
,1984年,31ペ ー ジ,衷 ∬一20よ り。
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と ころ が,71-75年 の石 油 関 連収 入 の 統 計 では,州 政 府 の収 入178に 対 して,

連 邦 政 府 はす で に ロイ ヤ ル テ ィ172,連 邦 所 得税497を 得 て い る(単 位=100万

リ ンギ)。 ま た,連 邦 政 府 の ロイ ヤ ル テ ィ と所 得 税 の 年 次 推 移 は そ の間 の 原 油

生 産 額 の推 移 と比 例 して お らず,こ の こ とか ら徐 々 に連 邦 の収 入 が積 み増 しさ

れ て い った こ とが わ か る10)。要 約 す る と,66年 の 「石 油 鉱 業 法 」 に も とづ い て

連 邦 政 府 が新 規 参 入企 業 との 間 に交 わ した 協 定 は,そ れ 以 前 の サ ラ ワ ク州 の 譲

渡 方 式 に も とつ く よ りも,所 得 税分 だ け 多 くの利 益 を連 邦 政 府 に与 え る もの で

あ っ た。 しか し,連 邦 政府 は新 規 参 入企 業 か ら収 入 を あ げ る前 に,サ ラ ワ ク州

政 府 の権 限 に しだ い に 食 い 込 ん でい き.そ こ で州 政 府 が 得 て い た 以 上 の 税 収 を

71年 か ら獲得 す る こ と と な った の で あ る。

皿 マ レー シ ア連 邦 の な か の サ ラ ワ ク

と こ ろ で,連 邦 の 「大 陸 棚 法 」 と 「石 油 鉱 業 法 」 は な ぜ 制 定 当 初 か らサ バ,

サ ラ ワ ク に 適 用 さ れ な か っ た の で あ ろ う か 。 端 的 に 言 え ば,そ.れ は 明 白 に 違 憲

だ っ た か ら で あ る 。 そ の 説 明 は,61年5月 の マ レ ー シ ア 連 邦 構 想 の 提 唱 に ま で

遡 ら な け れ ば な ら な い 。

マ ラ ヤ 連 邦 の 政 治 的 主 導 権 を 掌 握 し て い た の は 「統 一 マ レ ー 人 国 民 組 織 」

(UMNO)で あ っ た 。UMNOの 基 本 方 針 は,政 治 的 に は マ レ ー 人 の 市 民 権

を特 権 化 し,社 会 的 に は マ レ ー 語 の 公 用 語 化 と イ ス ラ ム 激 の 国 教 化 を 認 め,経

済 的 に は マ レ ー 人 の 比 率 が 高 い 農 村 開 発 を 推 進 す る こ と で あ っ た 。 こ れ ら 鮮 明

な マ レ ー 人 優 先 政 策 の 見 返 り と し て,華 人 の 商 工 業 分 野 で の 圧 倒 的 な 地 歩 は 趨

勢 と し て 温 存 さ れ,彼 ら の 政 治 的 支 配 層 の 要 求 は 議 会 一 内 閣 レ ヴ ェル で のUM

NOと の 連 合 関 係 で あ る 「マ ラ ヤ 連 合 党(Alliance)」 で 受 容,調 整 さ れ た 。 マ

10)州 政 府の石油関連収入 はYoung,K,.etal.eds.,Malaysia:GrowthandEquityinaMul-

tiracialSociety,TheJohnsHopikinsU.R,ユ980,p.174,table6.7よ り。連邦政府 の石油関

連収入 は木 村睦夫 「ブ ミプ トラ政 策 と経 済構 造の変容」堀井健三編r現 代 マ レー シア の社会 ・経

済変容』 ア ジア経 済研究所,1988年,112ペ ージ,第19表 より。 ただ し,連 邦の石油収入が前者

の統計 では746(100万 リンギ),後 者の統計で669と なってお り,整 合性 に欠けている。本稿 はそ

の うち小 さい額 をと った。
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レ ー シ ア 連 邦 構 想 の 直 接 の き っ か け は,マ ラ ヤ 連 邦 が 英 自治 領 シ ン ガ ポ ー ル の

共 産 主 義 化 を 防 ぐ た め に,同 類 を マ ラ ヤ と の 統 合 と い う形 で 独 立 させ よ う と考

え た こ と に あ っ た 。 し か し,そ れ だ け で は 両 地 域 を 合 わ せ た 華 人 が 数 の う え で

マ レ ー人 を 上 回 っ て し ま う た め に ,マ レ ー 人 優 遇 政 策 を 継 続 さ せ る た め に ボ ル

ネ オ(サ バ.サ ラ ワ ク,ブ ル ネ イ)の マ レ ー人 を 抱 合 せ・よ う と した の で あ る11)。

ブ ル ネ イ に つ い て は 後 論 で み る 。

し か し,サ ・㍉ サ ラ ワ ク の マ レ ー 人 は 人 口 比 率 の う え で マ イ ナ ー な 集 団 で あ

っ た 。 サ バ の60年 セ ン サ ス で は 「マ レ ー 人 」 は17Y,,他 の イ ス ラ ム 教 徒 の 集 団

を 加 え て も31%で あ る 、 サ ラ ワ ク の60年 セ ン サ ス で も 「マ レ ー 人 」 は17%,彼

ら 以 外 の イ ス ラ ム 教 徒 の 他 集 団 を 加 え て も23%に し か な ら な い12)。 しか も,こ

れ ら セ ン サ ス に お け る 「マ レ ー 人 」 は マ レ ー 半 島 だ け で は な く,ブ ル ネ イ,フ

ィ リ ピ ン,イ ン ドネ シ ア も 含 め た 広 義 の 「マ レ ー 世 界 」 か ら の 移 住 民 で あ り,

20世 紀 中 葉 に マ レ ー 半 島 の マ レ ー 人 と 同 一 の 文 化 的 社 会 的 基 盤 を 共 有 し て い る

と い う意 識 は 希 薄 で あ っ た 、 とす れ ば,非 マ レ ー 系 現 地 住 民 の 〈同 化 〉 政 策 を

採 る し か な い の だ が,両 地 域 の 現 地 住 民 は 多 様 な エ ス ニ ッ ク 諸 集 団 に よ っ て 構

成 さ れ て お り,彼 らは マ レ ー 系 以 上 に 半 島 マ ラ ヤ と の 文 化 的 社 会 的 な 一 体 感 に

乏 し か っ た 。 結 婚 を 通 じ た 文 化 的 な 融 合 は む し ろ 現 地 住 民 と 華 人 と の 間 で 比 較

的 多 く見 られ た13>。

11)マ レー人 の特権 とほ,公 務員採用 ・特定業 種許可 の優先的割 当,奨 学金等の教育援助 の優先給

付,マ レー人保留 地の土地所有権の保証 な どで ある。 田村愛理 「マ レー シアの政治体 制 と行政機

構」萩原宜 之,村 嶋英 治編 『△SEAN諸 国の政治体制』 ア ジア経済研究 所,1987年,76ペ ージ。

57年 セ ンサスではマ ラヤとシンガポール とを合 わせて,「 マ レー人 その他現地住民」 は43%,

「華人 」は44.3%と なる。 これに ボルネオ3地 域 を加 えると前者 が46.6%,後 者が41.9%と な り,

逆転す る。Ongkili.J,R,Nation-buildinginMa-aysia.エ946一 ユ974,0xfordU.P.,ユ985,p.

153,154.ま た,田 村慶子 「マレー シア連邦 におけ る統合 と分裂一 シ ンガポールの分離 をめ ぐ

って」 『政 治研究 』第32巻,1985年,61-67ペ ージは連 邦構 想の意 図につい て詳 説 している。

ユ2)AnnualBulletinofStatistics,Sabah,1975,p.49,AnnualStaitsticalBulletin,Sarawak,

1975.PP.310.

13)AbdullahTaib,etal.,"TheSociaIStructure",in:Fisk,E、K.,H.Os皿an・Rani,eds.,OP.

cit.,P.106.マ ラヤ連邦の指導者は,サ ノミ,サ ラワクの現地住民 が 植民地 時代に 白人 だけで はな

くブルネイ のスルタ ンの もとでマ レー人官僚体制 か らも支 配 を受けていた事情 に由来 す る反マ レ
ー人感情 を抱いて いた ことを容易には理解 で きなか った。Milne,R.S.,D.K.Mauzy,Politics

andGovernmentinMalaysia,FederalP■1)lications,1980,p.61..
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た しか に,サ バ,サ ラ ワ クの イス ラ ム教 徒 は他 集 団 よ り も多 くの 恩 恵 が 得 ら

れ る こ と をあ て に,連 邦 構 想 の 前 後 か ら 自 ら進 ん で 「マ レ …人 」 と名乗 る よ う

に な る。 しか し,非 マ レ ー(非 イ ス ラム)の 現 地 住 民 の な か に は 連 邦 参 加 に反

対 す る声 が 根 強 くあ っ た。 サバ 住 民 の32%を 占 め る最 大集 団 カ ダザ ン人 と23%

を占 め る華 人 の一 部 が 中心 とな って結 成 した 「統 一 国 民 カ ダザ ソ組 織 」(UN

KO,61年)は,統 合 交 渉 以 前 に まず サ バ が 独立 す る こ と を主 張 し,非 イ ス ラ

ム集 団 の 政 治 的 結 束 を促 した。 ま た,サ ラ ワ クで は 人 口 の40%を 占 め る イバ ン

人(陸 ダ ヤ ク人 含 む)と 華 人(31%)の 一 部 が 「サ ラ ワ ク国 民 党 」(SNAP,

61年)を 設 立 し,や は り早 期 の独 立 を主 張 した 。 以 上 の二 党 の他 に も連 邦 加盟

へ の 賛 否 を対 立 点 に して 多 くの 政 党 が 登 場 した 。UNKOやSNAPが 掲 げ た

ス ロー ガ ンや 社 会 政策 は,最 大 比 率 を 占 め る現 地 住 民 の共 同体 意 識(コ ミュナ

リズ ム)を 中 核 と して,そ れ ぞ れ サ バ.サ ラ ワ クを エ ス ニ ッ ク集 団 の 混在 す る

場 で は な く,新 た な統 合 の 水準 に引 き上 げ る ナ シ ョナ リズ ムの萌 芽 を体 現 す る

もの で あ った14)。

非 マ レ ー ・イス ラ ム住 民 の こ の よ うに硬 化 した態 度 を 前 向 きに転 じ させ るた

め に は,緩 や か な連邦 形 態 を構 築 す る方 向 で交 渉 が進 め られ な け れ ば な ら なか

った 。最 終 的 な歩 み 寄 りが 見 られ た の は62年 末,そ れ ま で 数 ケ 月 に わ た って

〈連 邦一 ボル ネ オ〉 関 係 につ い て協 議 を重 ね て きた イ ギ リス,マ ラヤ,サ バ,

サ ラ ワ ク の代 表 に よ る 「政 府 間委 員会 」(lnter-GovernmentalC。mmittee,以 下

IGC)が 合 意 事 項 を 報 告 した 時 で あ る。 そ の 内容 は 多 岐 にわ た る が,マ

ユ4)当 時 の 政 治 的 経 済 的 な 水準 で サ バ,サ ラ ワ クが単 独 の独 立 を 行 な う こ と は現 実 的 で な く,そ の

こ とは 強 く認 識 され て い た。 しか し,独 立 の 方 法 と して は マ ラヤ 連邦 との 連 合 よ り先 に,ブ ル ネ

イ を 含 め た ボ ル ネ オ連 合 が50年 代 に当 事 者 間 の協 議 に い く どか 乗 せ られ た こ とが あ っ た。 石 油 収

入 の分 配 に 不 満 を も っ た ブ ル ネ イ の 消 極 姿 勢 で こ の構 想 は頓 座 した が,引 き続 き61年 に は サ バ と

サ ラ ワ ク間 で 部 分 的 自 由貿 易地 域 構 想 が 提 唱 され た。Silcock.T-H.,E.K.Fisk.PoliticalEco-

nomyofIndependentMalaya:ACaseStudyinDevelopmenちEas亡emU.P.,1963,PP.46-

47.ま た,サ バ,サ ラ ワ クの ナ シ ョナ リズ ム の萌 芽 に つ い て はMilne,R.S.,K.J.Ratnam.

Malaysia:NewStatesinaNewNation,PoliticalDevelopmentofSarawakandSabahin

漉'の5緬.FrankCass,1974,PP.63-68歳 田村 慶 子 「マ レー シ ア連 邦 に お け る 国 家 統 サ

バ,サ ラ ワ クを中 心 と して」 『ア ジ ア研 究 』 第35巻 第1号,工988年,6,7,11ペ ー ジ。
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レー ・イ ス ラム の浸 透 や 政 治 的被 支配 者 へ の 転 落 を懸 念 す る サバ ,サ ラ ワ クの

立 場 を考 慮 して,両 地 域 に お け る宗教 の 自 由の 保 障,マ レー語 の公 用 語 化 の延

期,両 地 域 の 「ネ イ テ ィ ヴ」 ヘ マ ラや 連邦 にお け る マ レ ー市 民 と同一 の特 権 を

付 与 す る こ とな どが 盛 り込 ま れ て い る。 ま た,連 邦 他 地 域 か らの移 民 を制 限 す

る権 限 が 両 州 に与 え られ る こ と(失 業 者 の 流 入 が 心 配 さ れ た),土 地 と資 源 の

主 権 は もと よ り,マ ラヤ諸 州 の土 地 政 策 と開発 政策 の 決 定 に関 与 す る権 限 を有

す る 「国 家 土 地 評 議 会 」(NationalLandCouncil)や 「地 方 政 治 の た め の国 家

評 議 会 」(NationalCouncilforLocalGovernment)の 権 限 が 両 州 には 及 ば な

い こ と な どが規 定 され,両 州 の政 策 の 自律 性 が 強 く保 障 され て い る15)。・

IGCの 合意 を受 け,62年 末 か ら翌 年 初 にか け て,マ レ ー/非 マ レ ー を問 わ

ず 両地 域 の 大部 分 の 政 党 が 「マ レー シ ア に よ る独 立 」 の主 張 を掲 げ て 政 党 連 合

を それ ぞれ 結成 し,最 初 の 地 方 議 会 選 挙(同 時 に連 邦 議 会 の 間接 選挙)に の ぞ

む 姿 勢 を打 ち出 した 。選 挙 で は サ バ で 連 合 が圧 勝,サ ラ ワ クで も過半 数 を押 さ

え,連 邦 参 加 は 決定 的 とな った 。 か くて,63年9月 に連 邦 が 実 現 し,IGC報

告 が マ ラヤ憲 法 の修 正条 項(MalaysianAcし;以 下 マ レ ーシ ア条 項)と して 同

憲 法 に 取 り入 れ られ る と い う形 で,マ レー シア 憲法 が 制 定 され た 。 連 邦 議 会 は

サ バ,サ ラ ワク の同 意 が な け れ ば,両 州(あ るい は そ の 一 方)の 特権 的 地 位 や

両 州 の みが 決 定 権 を有 す る政 策(StateList)に 関 す る憲法 の修 正 を行 うこ と

が で き ない と され,こ の 点 に お い て ボ ル ネ オ の2州 は マ ラヤ 諸 州 と決 定 的 に異

な る地 位 を与 え られ た10)。

しか し.両 地 域 と りわ けサ ラ ワ クが 連 邦 加盟 に踏 み切 る積 極 的 な要 因 と な っ

た の は,連 邦 か ら潤 沢 な 財 政 援 助 が当 分 の 間得 られ る見 通 しが つ い た こ とで あ

っ た。 マ ラヤ とボ ル ネ オ 間 に は 経 済 的 に相 当 な不 均 衡 が あ り,61年 の1人 当 り

1

6
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記

言

,

2
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15)連 邦 議 会 にお け る議 席数 も マ レ ー シ ア全 体 に 占 め る そ れ ぞれ の住 民 人 口の 比 率 以上 に配 分 され

る こ とに な.つ た 。DatukNicholasFungNgitChung,「'TheConstitutionalPositionofSebeh",

in=Tr正ndade,F.A..H.P.Lee,eds,砂.`鼠,PP.95-96.

16)DankNicholasFungNgiしChung,伽4 ,,p.109,Milne,R.S.,D.K.Mauzy,OP.t.,p.

66,PP.工01一 ユ02.
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所 得 は シ ン ガポ ール1,300,マ ラヤ800,サ バ700,サ ラ ワ ク550(単 位=リ ン ギ)

で あ っ た171。1GGは こ の点 で も合意 を見 て お り,マ レ ー シ ア条 項 に は,他 州

に は認 め られ て い な い諸 税 の 徴収 権,そ し て 特 別 助 成 金(balancinggrant,

escalatinggrant)が 両1F1に 与 え られ る こ とが 規 定 され た19⊃。 州 の経 常歳 入 に

占 め る連 邦 助成 金 の 比 率 は マ レー シア全 体 で平 均1/4程 度 で あ った が,64-69

年 の サ バ の 同 比 率 ば33弩,サ ラ ワ クで は手 元 で利 用 で き る67-69年 の 統 計 で35

%と 一 段 高 くな って い る。 ま た.ボ ル ネナ 両 州 の経 常 歳 入 と開発 予 算 歳 入 の総

計 に 占 め る助成 金 等 連邦 資 金 の割 合 は,サ バ で30努(64-69),サ ラ ワ ク で43

%(67-69)と な っ て お り,開 発 の遅 れ た サ ラ ワクム の 連 邦 の財 政 的 テ コ入れ

が よ り大 き か っ た こ とが わ か る【9〕。

UMNOを 中 心 とす る 「連 合 党(Alliance)」 は マ ラヤ 諸 州 に対 して 中央 の政

府 と議 会 が 絶 大 な権 力 を行 使 で き る体 制 を 築 き上 げ て きた 。 しか し,マ レ ー シ

ア 連 邦成 立 まで の困 難 な経 過 が ボ ル ネ オ2州 に 対 す る中 央 の 権 力 を弱 め る結 果

と な った 。 サ バ,サ ラ ワ クぽ 相 対 的 に 自律 的 な 立場 を保 障 され る と同 時 に財 政

的 な恩 恵 も与 え られ た 。 しか も,こ れ ら地 域 の 現地 住 民 は マ レ ー人 と 同 じ 「ブ

ミ プ トラ」(「土 地 の子 」 の意)の シ ン ボル の も とに括 られ,マ レ ー人 と同 等 の

特 権 的 な地 位 を与 え られ る こ と と な っ た。(以 下 次 号)

17)Milne,R,S..D.K.Mauzy,伽`,PP.45-46.

18)ま た,連 邦 政府 は 統 一 後 最 初 の5年 間,開 発 資 金 と して3億 リ ンギ を サ ラ ワ クが,そ して,2

億 リ ンギ を サ バが 確保 で き る よ うに努 め る こ と と され た 。 さ ら にイ ギ リス が 両州 の 開 発 の た めに

5年 間 に わ た っ て毎 年150万 ポ ン ド(約1,200万 リン ギ)を 贈 与 す る こ と を 約 束 した。Ongkilユ,」.

P.,ψ.σ ゴε.Pp.167.

19)1/4の 数 値 はMilne,R.S.,D.K.Mauzy,⑳.6甑,p.ユ06,両 州 の予 算 比率 の 数 値 はAnnual

BulletinofStatistics,Sabah,1971,p.157-159,AnnualStatisticalBulletin
,Sarawak,1970,

pp.114-116の 財 政 統 計 よ り算 定 。 た だ し,連 邦 政 府 の 財 源 が 両 州 にお け る連 邦 税 の 徴 収 を 含 ん

で い る こ と に注 意 し な け れ ば な ら ない 。IGCは 連 邦 税 を将 来 引 き上 げ て全 国 的 に統 一 す る こ と

を勧 告 して い たが,66年 に早 く も両 州 で 所 得 税 が 引 き上 げ られ,そ の 統 一 の テ ン ポの 速 さ へ の不

満 も生 じた 。 連 邦 政 府 の開 発 援 助 は 後 に 課 税 の ツ ケが 回 っ て くる仕 組 に な って い た 。Milne,R,

S.,K.J.Ratna皿,⑳.σ μ.,PP,54-55.


